
   水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例等の改正について 

 

１ 改正の目的 

これまで本市では，土砂等による土地の埋立て，盛土及び堆積（以下「埋立て等」とい

う。）について，水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（以下「市条例」

という。）及び水戸市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則（以下「規

則」という。）に基づき，5,000㎡未満の埋立て等について許可対象とし，5,000㎡以上の

埋立て等は，茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（以下「県条例」と

いう。）の許可対象として，共に連携した対応を図ってまいりました。 

  今般，茨城県は，令和７年４月１日の宅地造成及び特定盛土等規制法（以下「盛土規制

法」という。）による規制の運用開始（※１）にあわせ，県条例について，①「災害の防

止」(※２)及び「生活環境の保全」（※３）の二つの目的のうち，「災害の防止」に係る規

制については，盛土規制法を適用するほか，②許可対象とする埋立て等区域の面積につ

いて，3,000㎡を超えるものに引き下げるため，改正を予定しております。 

本市におきましても，引き続き茨城県と連携し，不法な埋立て等の防止を図るため，市

条例及び規則について必要な改正をするものです。 
 
  ※１ 規制区域を指定する必要がある。なお，中核市である本市は，茨城県の規制区域

には含まれない。 

  ※２ 埋立て等の高さや法面の勾配等の埋立て等の工法等に係る規制をいう。 

  ※３ 埋立て等に用いる土砂等のｐＨ値や有害物質（ひ素，鉛等）に係る規制をいう。 

 

２ 改正の概要 

(1) 「災害の防止」に係る市条例の適用面積の見直し 

埋立て等に対する「災害の防止」に係る規制は，市条例により対応するため，5,000

㎡未満としている面積要件について，上限なく適用対象とします。 

なお，「災害の防止」については，令和８年４月１日から盛土規制法による規制に移

行することを予定しております。 

(2) 「生活環境の保全」に係る市条例の適用面積の見直し 

県条例との整合を図るため，5,000㎡未満から3,000㎡以下とします。 

 

３ 改正の内容 

項目 現行 改正案 

市条例の適

用面積 

「災害の防止」及び「生活環

境の保全」に係る規制とも

に5,000㎡未満 

(1) 「災害の防止」に係る規制 

  面積要件を上限なしとします。 

(2) 「生活環境の保全」に係る規制 

3,000㎡以下とします。 

 

４ 施行期日 

  令和７年４月１日 

 

５ 補足 

  今回の市条例及び規則の改正の後，令和８年４月１日の本市における盛土規制法の運

用開始にあわせて，改めて市条例及び規則の改正を予定しております。 



県条例の改正と本市の対応方針（イメージ図）

１　県条例の改正について

5,000㎡以上の埋立て等に係る二つの 規制項目により，それぞれ盛土規制法と県条例で規制します。
規制項目を県条例で規制しています。

２　本市の対応方針について

0 0 0

0 0 3,000㎡ 0 3,000㎡

令和６年度（現行） 令和７年度（R7.4.1～）

令和８年度（R8.4.1～）（予定）

「災害の防
止」に係る規
制

市条例 県条例 改正市条例 盛土規制法

5,000㎡

令和６年度（現行） 令和７年度（R7.4.1～）

「生活環境の
保全」に係る
規制

市条例 県条例 改正市条例 改正県条例 改正市条例 改正県条例

5,000㎡

「災害の防止」

（埋立て等の高さや

法面の勾配等を規制）

「生活環境の保全」

（土砂等の性質等を規制）

「災害の防止」

（埋立て等の高さや

法面の勾配等を規制）

「生活環境の保全」

（土砂等の性質等を規制）

県条例の規制

県条例の規制

盛土規制法の規制

市条例の適用面積の上限なし 盛土規制法により規制

市条例の適用面積を3,000㎡以下に変更

「災害の防止」に係る規制は，

盛土規制法に移行します。

「生活環境の保全」に係る規制は，

その面積を5,000㎡以上から3,000㎡超に引き下げ

て，県条例の適用面積を拡大します。


